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指定ＰＥＴボトル

PETボトルの識別表示マーク
清涼飲料、しょうゆ、酒類用の
PETボトルには、ラベル部分や
ボトルの底にこのマークがつい
ています。

キャップとラベルは必ずはずします。
（プラスチックごみへ出してください。）

つぶしてください。

中にたばこの吸殻やストロー
などの異物が入っている場合
は出してください。
（対象：スチール・アルミ缶）

※つぶすとラベルが
はずしやすくなりま
す。

中をすすいでください。

中をすすいで、
水を切り、つぶ
して出してくだ
さい。

耐熱ガラスや蛍光管、電球、板ガラスは資
源ごみには出せません。

栓やふたをと
り除き、ラベ
ルをはがしま
す。

中をすすいで、水を切って
出してください。
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